
（案） 

神戸市消防局消防指令・情報システム 

開発・構築整備・運用保守業務に係る委託契約書 
 

 神戸市（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）との間で、次の表の条項及び

別紙委託契約約款の条項（次の表の第５項に定める条項を除く。）により委託契約を締結する。 

１ 委託業務に係る委託料

（部分払、前金払又は概

算払により支払うもの

は、その旨、その金額及

び支払う時期） 

（総額）  円（うち消費税及び地方消費税相当額  円）  

 

（内訳）  

令和６年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和７年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和８年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和９年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和10年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和11年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和12年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

令和13年度の履行分： 円（うち消費税及び地方消費税 

相当額 円） 

各年度検査合格後、適法な請求書を受理した後に支払う。 

 

 精算を行う場合の方法 なし 
 

２ 契約保証金（第３条関

係） 

神戸市契約規則第24条及び第25条による。 

３ 委託業務の履行に係る

期間又は期日（以下「委

託期間等」という。） 

契約締結日から令和 14 年３月 31 日 

 
債務負担行為又は長期継続契約に

該当する場合は、その旨 

債務負担行為 
 

 

４ 甲が乙に対し委託業務

の履行のために必要な機

械器具等、設備等を提供

する場合の有償又は免除

の別 

有償の場合の金額（第18

条第３項、第５項関係） 

 

 
委託料からの控除又は納入通知書

による納付の別、及び控除（納

付）時期 

 

５ 別紙委託契約約款のう

ち適用を除外する条項 

第８条 

６ 別紙委託契約約款に付 第43条 この契約によって作成される著作物の著作権



（案） 

加する条項 は，乙に帰属するものとする。ただし乙は，甲に対し

て著作者人格権を行使しないものとする。 

２ 甲は，前項における著作物を使用する権利及び改変

を要求する権利及び著作権法第47条の３の規定に基づ

き著作物の複製，翻案をすることができる権利を有す

るものとする。但し，設計書類は乙が甲に納入し最新

版を維持すること，また甲により閲覧等の使用及び所

有ができるものとする。 

３ 第１項の著作物には，この契約が締結される以前に

甲，乙または第三者がそれぞれ著作権を有していた著

作物は含まないものとする。ただし，設計書類は第２

項のとおりとする。 

４ 第１項の著作物の使用のために，乙が著作権を有す

る前項の著作物を一体として使用する必要がある範囲

において，甲は乙の著作物を使用する権利及び改変を

要求する権利並びに著作権法第47条の３の規定に基づ

き著作物の複製，翻案をすることができる権利を有す

るものとする。第三者が著作権を有する前項の著作物

についても同様とし，乙は，乙の責任において，第三

者の当該著作物に係る甲の使用する権利等を確保して

おくものとする。 

５ 甲の使用する必要がある範囲について，甲が発注し

た内容から，甲が業務を委託する関係機関において業

務が一体として使用すると考えられる場合は，関係機

関も甲の使用する必要がある範囲内として，前４項と

同様の権利が及ぶものとする。 

６ 本条における権利または著作権法に基づく利用の許

諾等の対価は，個別契約記載の対価に含まれており，

当該許諾等に伴って，本契約記載の対価とは別の費用

が甲に発生することはないものとする。 

第44条 甲と乙は、本契約の締結に伴い、調達仕様書別

紙５の記載に基づく目標保証型のサービスレベル協定

書（以下「SLA」という。）に合意したものとする。 

２ 令和９年度から令和13年度末までの間、各年度末の

履行確認時に、当該年度中のSLA達成度を評価・集計

し、未達成の項目がある場合には当該年度の支払予定

額から、SLAの減額基準に基づく額を、各年度の支払

額から減額する。 

３ 本契約における損害賠償は、前項に定める減額とは

別に請求できるものとする。 

７ 担保期間（第13条） 

令和14年３月31日まで 

ただし、仕様書3.1.1に規定する業務の担保期間は、令

和10年３月31日まで、また3.1.3に規定する業務の担保

期間は、令和８年１月31日までとする。 

〔紙契約の場合〕  

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自

その１通を保有する。 

〔電子契約の場合〕 

この契約の締結を証するため、甲と乙は、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれで電子
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署名を行う。なお、本契約においては電子データである本電子契約書ファイルを原本として

扱うものとし、同ファイルを印刷した文書はその控えとする。 

 

    年  月  日 

 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

    代 表 者  神 戸 市 長  久  元   喜  造        

印 

 

※事務委任されている契約に関しては以下を参考に記載する。 

   

※電子契約の場合は「印」は削除する。 

   

   

乙  

                          印 

※電子契約の場合は「印」は削除する。 

 

 

                                     

（以下注意書き） 

・青文字はすべて削除すること。 

・1 及び 3 の※に該当する場合は、内容を記載すること。該当しない場合は「なし」と記載する 

 こと。 

・紙契約を選択した場合は、〔紙契約の場合〕と〔電子契約の場合〕以下を削除すること。 

（電子契約を選択した場合はその逆です。） 


